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『吾妻鏡』の動物怪異と動乱予兆
─黄蝶群飛と鷺怪に与えられた意味付け─

Kwai-i （strangeness） caused by animals and foreboding of upheavals 
in Azuma Kagami:

Historical interpretation of Kicho-gunhi （flight of yellow butterflies in 
groups） and Sagi-kwai （specter of herons）

池田　浩貴

〈abstract〉
Now it is becoming the accepted view that the Kamakura shogunate has 

gradually introduced Onmyōdō from Kyoto since Minamoto no Yoritomo 
ruled as the first shogun, and utilized its divination and ritual methods for 
the shogunate government based on conventional research. When unusual 
natural phenomena such as natural disasters, celestial motion, strange 
behavior of animals, appearances of strange lights or cryptid birds and so 
on occurred, the Kamakura shogunate followed established procedures to 
prevent further disasters by holding Onmyōdō ceremonies or making 
offerings to Tsurugaoka Hachimangu depending on the results of 
divination by Onmyōji about the meaning of the phenomena.

Most previous research in this field has focused on Onmyōji or measures  
taken by shogunate government. In this paper, however, I investigated the 
abnormal natural phenomena called “kwai-i （strangeness）”, which lead the 
shogunate government to take political procedures, based on Azuma 
Kagami as a main text.  Especially I focused on two strange behaviors of 
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animals, “Kicho-gunhi” （flight of yellow butterflies in groups） and “Sagi-
kwai” （specter of herons）.

Kicho-gunhi occurred mainly at Tsurugaoka Hachimangu and were 
recorded before or after three wars including the Battle of Oshu （between 
the Kamakura shogunate and Oshu Fujiwara）, Battle of Wada （rebellion 
of Wada Yoshimori） and Battle of Hoji （rebellion of Miura Yasumura）. 
The articles of Azuma Kagami about Kicho-gunhi seem to include some 
falsifications. It is doubtful whether all of the Kicho-gunhi cases actually 
occurred, but even so it is certain that the phenomenon reminded people 
of occurrence of battles and was regarded as foreboding of battles in the 
Kamakura period.

Sagi-kwai occurred at Shogun Gosho （shogun palace）. It was regarded 
as bad omen and foreboding of Battle of Wada and the famine in the Kanki 
era. Unlike other kinds of kwai-i, the shogunate government shot herons 
as a countermeasure against Sagi-kwai without depending on the 
divination by a Onmyōji.
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は
じ
め
に

『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
地
震
・
大
風
・
霖
雨
・
冷
害
・
干
害
等

の
災
害
や
、
蝕
・
流
星
・
彗
星
等
の
天
体
運
動
、
鳥
や
昆
虫
等

の
動
物
の
行
動
、
さ
ら
に
光
物
や
怪
鳥
の
出
現
と
い
っ
た
超
常

現
象
ま
で
、
多
種
多
様
な
自
然
現
象
が
豊
富
に
記
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
現
象
が
幕
府
の
正
式
な
史
書
に
記
録
さ
れ
た
理

由
は
、
災
害
記
録
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
、
鎌
倉
幕
府
が
京
都

か
ら
陰
陽
師
を
招
聘
し
て
陰
陽
道
を
吸
収
し
、
鶴
岡
八
幡
宮
を

中
心
と
し
て
政
治
体
制
の
一
部
と
し
て
構
築
し
て
い
っ
た
武
家

陰
陽
道
と
の
関
連
が
深
い
。
既
に
平
安
時
代
の
朝
廷
に
お
い

て
、
前
述
の
よ
う
な
特
異
な
自
然
現
象
が
観
察
さ
れ
た
場
合

に
、「
特
異
な
自
然
現
象
の
報
告
→
卜
占
に
よ
る
勘
申
→
対
策

の
検
討
→
祈
禱
や
謹
慎
な
ど
の
実
施
」
と
い
う
政
務
手
続
が
確

立
さ
れ
て
い
た（
一
）。
朝
廷
に
お
け
る
卜
占
の
種
類
は
、
神
祇

官
所
属
の
卜
部
が
用
い
る
亀
卜
と
、
陰
陽
寮
所
属
の
陰
陽
師
が

用
い
る
六
壬
式
占
の
二
種
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
政
務
手
続
が
鎌

倉
時
代
前
期
を
通
じ
て
段
階
的
に
鎌
倉
幕
府
に
移
入
さ
れ
る

際
、
安
倍
氏
を
中
心
と
し
た
陰
陽
道
の
み
が
吸
収
さ
れ
、
鎌
倉

の
武
家
陰
陽
道
が
成
立
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
都
市
鎌
倉

の
内
部
で
特
異
な
自
然
現
象
が
発
生
し
た
際
や
東
国
地
域
か
ら

同
様
の
報
告
が
あ
っ
た
場
合
、
幕
府
は
在
鎌
倉
の
陰
陽
師
に
六

壬
式
占
に
よ
る
占
断
を
命
じ
て
現
象
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
勘

申
さ
せ
、
不
吉
の
場
合
に
は
鶴
岡
八
幡
宮
へ
の
奉
納
や
各
種
の

陰
陽
道
祭
を
実
施
す
る
こ
と
が
幕
政
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
陰
陽
道
と
そ
の
政

治
的
役
割
に
関
す
る
研
究
は
と
み
に
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る

が
、
そ
の
多
く
は
占
断
に
携
わ
る
陰
陽
師
の
活
動
や
、
勘
申
を

受
け
て
の
祭
祀
な
ど
幕
府
の
処
置
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
筆
者
の
主
た
る
関
心
は
こ
う
し
た
政
務
の
き
っ
か
け
と

な
る
特
異
な
自
然
現
象
の
側
に
あ
る
。
こ
う
し
た
自
然
現
象
に

着
目
し
、
そ
れ
ら
を
怪
異
（
恠
異
）
と
総
称
し
て
歴
史
学
の
俎

上
に
乗
せ
る
研
究
も
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
勃
興
し
つ
つ
あ
る
。

本
稿
は
『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
た
陰
陽
道
関
連
記
事
の
現
象
面

す
な
わ
ち
怪
異
に
着
目
し
、
特
定
の
現
象
に
向
け
ら
れ
た
鎌
倉

時
代
の
人
々
の
認
識
や
幕
府
の
態
度
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』
に
記
録
さ
れ
た
自
然
現
象
は
多
岐
に

渡
り
、
そ
の
全
て
を
本
稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
は
出
来
な
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い
。
例
え
ば
地
震
は
、
鳴
動
と
表
記
さ
れ
る
も
の
も
含
め
、
約

二
百
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
二
百
件
の
大
半
は

地
震
の
発
生
を
記
録
す
る
の
み
で
、
具
体
的
な
被
害
の
内
容
や

陰
陽
道
に
よ
る
占
断
の
結
果
、
幕
府
の
対
処
の
記
載
を
欠
く
。

す
な
わ
ち
そ
の
大
半
は
別
段
の
被
害
も
な
く
人
々
に
奇
異
の
念

を
与
え
る
こ
と
も
な
く
、
記
録
に
こ
そ
残
さ
れ
た
が
怪
異
と
し

て
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ど
の
事
例
が
怪
異
と
し

て
扱
わ
れ
、
各
々
の
現
象
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
見
做

さ
れ
て
い
た
の
か
は
個
別
事
例
を
基
に
明
ら
か
に
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
怪
異
の
う

ち
動
物
が
起
こ
し
た
怪
異
、
そ
の
中
で
も
蝶
の
大
量
発
生
と
、

青
鷺
・
白
鷺
な
ど
の
鷺
類
が
起
こ
し
た
怪
異
を
考
察
対
象
と
す

る
。『
吾
妻
鏡
』
中
に
蝶
の
怪
異
は
五
件
（
表
一
）、
鷺
の
怪
異

は
四
件
（
表
二
）
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
現
象
の
間
に

直
接
の
関
連
性
は
な
い
。
し
か
し
、
動
物
が
起
こ
し
た
怪
異
の

中
で
は
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
件
数
が
あ
る
こ
と
、
ど
ち
ら
の
現

象
も
、
後
述
す
る
通
り
鎌
倉
幕
府
を
め
ぐ
る
動
乱
の
前
後
に
記

録
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
一
貫
し
て
兵
革
や
争
乱
な
ど
の
凶

兆
と
し
て
占
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
共
通
点
が
あ
り
、
こ
の
二

つ
の
現
象
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
他
に
件
数
の

多
い
動
物
怪
異
と
し
て
は
、
八
幡
神
の
眷
属
で
あ
る
鳩
に
関
し

て
、
そ
の
死
骸
が
見
つ
か
る
こ
と
等
が
怪
異
と
判
断
さ
れ
た
例

が
約
十
件
確
認
で
き
る
。
こ
の
鳩
怪
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合

上
も
あ
り
、
ま
た
類
例
が
石
清
水
八
幡
宮
に
お
い
て
も
確
認
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
例
と
合
わ
せ
別
稿
を
期
す
こ

と
と
し
た
い
。
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表
一
　『
吾
妻
鏡
』　
黄
蝶
群
飛
記
事
一
覧

番
号

　
*１

年
月

日
　

*２
怪

異
内

容
　

*３
占

断
・

意
味

判
断

・
感

想
　

*４
対

　
　

応

史
料

一
文

治
二

（
11

86
）

/５
/１

「
自

去
比

黄
蝶

飛
行

。
殊

遍
満

鶴
岳

宮
。」

「
是

怪
異

也
」。

反
逆

者
あ

り
と

の
託

宣
、「

申
行

善
政

、
両

三
年

中
、

彼
輩

如
水

沫
可

消
滅

」
御

供
、

臨
時

神
楽

、
進

物
（

馬
）「

重
有

解
謝

」

史
料

二
建

保
元

（
12

13
）

/８
/2

2
「

鶴
岳

上
宮

宝
殿

黄
蝶

大
小

群
集

。」
「

人
奇

之
」。

「
兵

革
兆

」
と

申
す

者
あ

り
、「

被
行

御
占

之
処

、
可

有
御

愼
之

旨
勘

申
」（

28
日

）
百

怪
祭

（
28

日
）

史
料

三
宝

治
元

（
12

47
）

/３
/1

7
「

黄
蝶

群
飛

。
凢

充
満

鎌
倉

中
。」

「
是

兵
革

兆
也

」
―

史
料

五

宝
治

二
（

12
48

）
/９

/７
「

黄
蝶

飛
行

。
自

由
比

浦
至

于
鶴

岡
宮

寺
并

右
大

将
家

法
華

堂
、

群
亘

云
々

。」

―
―

宝
治

二
（

12
48

）
/９

/1
9

「
未

申
両

時
之

間
、

黄
蝶

群
飛

。
自

三
浦

三
崎

方
、

出
来

于
名

越
辺

。」

―
―

表
二
　『
吾
妻
鏡
』　
鷺
怪
記
事
一
覧

番
号

　
*１

年
月

日
　

*２
怪

異
内

容
　

*３
占

断
・

意
味

判
断

・
感

想
　

*４
対

　
　

応

史
料

十
承

元
元

（
12

07
）

/1
2/

３
「

青
鷺

一
羽

入
進

物
所

。
次

集
于

寝
殿

之
上

。」
「

将
軍

家
…

怪
思

食
」。

実
朝

が
鷺

を
射

落
と

す
よ

う
命

令
吾

妻
四

郎
助

光
が

生
け

捕
る

史
料

十
一

建
保

三
（

12
15

）
/８

/2
1

「
巳

尅
、

鷺
集

御
所

西
侍

之
上

。」
御

占
「

重
変

之
由

」
実

朝
将

軍
御

所
退

去
（

22
日

）
百

怪
祭

（
25

日
）

史
料

十
三

寛
喜

二
（

12
30

）
/６

/５
「

巳
尅

、
幕

府
小

御
所

之
上

、
白

鷺
集

云
々

。」
親

職
・

晴
賢

「
口

舌
闘

争
之

上
、

可
被

愼
」、

泰
貞

以
下

「
御

家
人

中
依

文
書

及
口

舌
可

聞
食

闘
争

」。
頼

経
の

御
所

退
去

は
必

要
な

し
（

６
日

）

鷺
祭

（
７

日
）

頼
経

将
軍

御
所

退
去

（
14

日
）

史
料

十
四

弘
長

三
（

12
63

）
/５

/1
7

「
鷺

集
于

左
典

厩
御

亭
。

頃
之

指
永

福
寺

山
飛

去
」

卜
筮

「
口

舌
兆

」
武

田
七

郎
次

郎
が

射
殺

泰
山

府
君

・
百

怪
・

白
鷺

祭
*１

　
番

号
は

本
文

中
の

史
料

番
号

に
対

応
す

る
。

*２
　

年
月

日
は

怪
異

の
発

生
に

最
初

に
言

及
す

る
『

吾
妻

鏡
』

条
文

の
日

付
。

発
生

や
対

応
の

日
時

が
異

な
る

場
合

は
そ

れ
ぞ

れ
（

　
）

で
示

す
。

*３
　「

　
」

内
は

原
文

。
…

は
中

略
を

示
し

、
読

点
は

著
者

に
よ

る
。

*４
　

−
は

『
吾

妻
鏡

』
中

に
該

当
す

る
記

載
な

し
。
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第
一
章　

研
究
史
の
成
果
よ
り

鎌
倉
の
陰
陽
道
に
関
し
て
は
戦
前
に
平
泉
澄
が
言
及
し
て
い

る（
二
）が
、
本
格
的
な
考
察
は
一
九
六
〇
年
代
に
入
り
木
村
進

の
研
究
に
始
ま
る
。
木
村
は
『
吾
妻
鏡
』
の
陰
陽
道
関
連
記
事

の
分
布
や
内
容
の
分
析
か
ら
、
鎌
倉
陰
陽
道
の
発
展
経
過
を
四

段
階
に
分
類
し
、
以
後
の
研
究
の
土
台
を
構
築
し
た（
三
）。
続

い
て
村
山
修
一
は
、
京
の
陰
陽
師
の
鎌
倉
下
向
と
、
源
実
朝
時

代
の
公
家
文
化
吸
収
の
流
れ
の
中
で
鎌
倉
陰
陽
道
が
隆
盛
し
た

と
論
じ
た（
四
）。
一
方
金
沢
正
太
は
、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）

の
和
田
合
戦
が
鎌
倉
陰
陽
道
の
成
立
契
機
で
あ
っ
た
と
論
じ
、

執
権
体
制
へ
の
移
行
過
程
の
中
で
北
条
氏
政
権
の
論
理
的
擁
護

の
た
め
に
陰
陽
道
体
制
が
整
備
さ
れ
た
と
し
た（
五
）。
一
九
八

一
年
に
は
村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』（
六
）に
よ
り
鎌
倉

期
に
留
ま
ら
な
い
通
史
が
示
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
『
陰

陽
道
叢
書
』
全
四
巻（
七
）が
刊
行
さ
れ
、
各
時
代
の
基
礎
研
究

が
網
羅
さ
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
鎌
倉
陰
陽
道
の
研
究

で
は
、
鎌
倉
で
活
動
し
た
陰
陽
師
各
人
の
活
動
を
詳
細
に
調
べ

上
げ
、
そ
の
系
譜
や
序
列
を
明
ら
か
に
し
た
赤
澤
春
彦（
八
）、

幕
府
と
の
関
係
を
密
に
し
た
安
倍
氏
に
対
し
、
関
係
を
ほ
ぼ
持

た
な
か
っ
た
加
茂
氏
に
着
目
し
た
遠
藤
珠
紀（
九
）、
実
朝
期
に

お
け
る
公
家
化
に
注
目
が
集
ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
従
来
の
研
究

に
対
し
頼
朝
期
の
陰
陽
道
の
発
展
に
着
目
し
た
下
村
周
太 

郎（
一
〇
）ら
の
研
究
が
あ
る
。

一
方
、
陰
陽
道
祭
祀
を
行
う
き
っ
か
け
と
な
る
現
象
の
面
に

関
す
る
研
究
は
、
か
な
り
遅
れ
て
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
り
漸
く

活
発
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。
か
つ
て
の
日
本
史
学
で
は
こ
う
し

た
研
究
を
際
物
扱
い
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
（
一
一
）、
こ
の
よ
う

な
史
料
上
に
記
さ
れ
た
特
異
な
自
然
・
超
自
然
の
現
象
を
総
称

す
る
歴
史
用
語
と
し
て
「
怪
異
」
が
提
唱
さ
れ（
一
二
）、
研
究

対
象
と
し
て
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
怪
異
に
包
含
さ
れ
る
各
現

象
の
研
究
と
し
て
、
笹
本
正
治（
一
三
）、
小
峯
和
明（
一
四
）、
黒

田
智（
一
五
）ら
の
鳴
動
研
究
、
酒
井
紀
美（
一
六
）の
夢
想
研
究
等

が
あ
る
。
本
稿
で
注
目
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
黄
蝶
群
飛
や
鷺
怪

に
関
し
て
は
『
吾
妻
鏡
事
典
』
に
そ
の
発
生
例
は
網
羅
さ
れ
て

い
る
も
の
の（
一
七
）、
事
典
と
し
て
記
事
を
解
説
し
た
も
の
に

留
ま
る
。
本
稿
は
、
黄
蝶
群
飛
と
鷺
怪
に
関
す
る
『
吾
妻
鏡
』

の
記
述
を
中
心
に
、
同
時
代
・
前
後
の
時
代
の
史
料
に
お
け
る

類
例
も
交
え
て
、
現
象
に
対
す
る
人
々
の
認
識
や
、『
吾
妻
鏡
』
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の
編
纂
過
程
に
お
い
て
付
加
さ
れ
た
現
象
に
対
す
る
意
味
付
け

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
章　

黄
蝶
群
飛

鎌
倉
に
大
量
の
蝶
が
発
生
し
、
飛
び
回
る
と
い
う
現
象
は

『
吾
妻
鏡
』
中
に
五
件
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
に
お

い
て
、
蝶
は
「
黄
蝶
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（
表
一
）。
ま
た

蝶
の
行
動
に
対
す
る
表
現
は
、「
群
飛
」
と
「
飛
行
」
が
各
二
例
、

「
群
集
」
が
一
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
掲
す
る
条
文
の
内
容

を
鑑
み
る
に
、
い
ず
れ
の
事
例
も
一
匹
の
黄
蝶
が
奇
怪
な
行
動

を
示
し
た
と
い
う
怪
異
で
は
な
く
、
多
く
の
黄
蝶
が
飛
ん
だ
と

い
う
こ
と
が
怪
異
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
端
的
に
表
す
「
群
飛
」
の
称
（
宝
治
元
年
三

月
十
七
日
条
・
宝
治
二
年
九
月
十
九
日
条
）
を
引
き
、
本
稿
で

は
以
後
こ
れ
ら
の
怪
異
事
例
を
「
黄
蝶
群
飛
」
と
総
称
す
る
。

一
見
し
て
突
飛
で
物
語
的
な
印
象
を
受
け
る
黄
蝶
群
飛
だ

が
、
蝶
の
大
量
発
生
は
生
物
学
的
に
無
理
が
な
く
、
実
際
に
現

代
で
も
幾
例
も
観
察
さ
れ
て
い
る
現
象
で
あ
る（
補
註
一
）。
ま
た

『
吾
妻
鏡
』
以
外
の
同
時
代
史
料
に
も
類
例
が
見
ら
れ
る
。
後

述
す
る
通
り
、『
吾
妻
鏡
』
の
五
件
の
事
例
の
中
に
は
、
編
纂

時
の
改
竄
に
よ
っ
て
架
空
の
黄
蝶
群
飛
が
追
加
さ
れ
た
と
疑
わ

れ
る
例
も
混
在
す
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
黄
蝶
群
飛
が
発
生

し
幕
府
の
怪
異
占
断
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
点
は
史
料
通
り

で
あ
る
と
本
稿
で
は
考
え
る
。『
吾
妻
鏡
』
の
各
事
例
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
た
後
、
他
史
料
に
お
け
る
蝶
の
怪
異
に
つ
い
て

も
紹
介
し
、
こ
の
現
象
に
向
け
ら
れ
た
人
々
の
認
識
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節　

鎌
倉
へ
の
陰
陽
道
定
着
以
前
の
黄
蝶
群
飛

『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
黄
蝶
群
飛
の
初
例
は
、
次
の
文
治
二

年
（
一
一
八
六
）
五
月
一
日
条
で
あ
る
。

史
料
一　
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
五
月
一
日
条

五
月
小
〇
一
日
戊
寅
。
自　
二

去
比　
一

黄
蝶
飛
行
。
殊
遍
―二

満
鶴

岳
宮　
一

。
是
怪
異
也
。
仍
今
日
以　
下

奉　
二

御
供　
一

之
次　
上

。
為　
二

邦

通
奉
行　
一

有　
二

臨
時
神
楽　
一

。
大
菩
薩
詫　
二

巫
女　
一

給
曰
、
自　
レ

西

廻　
レ

南
。
自　
レ

南
又
帰　
レ

西
。
自　
レ

西
猶
至　
レ

南
。
自　
レ

南
又
欲　
レ

到　
レ

東
。
日
々
夜
々
奉　
レ

窺　
二

二
品
之
運　
一

。
能
崇　
二

神
与　
　一
レ

君
、

申
―二

行
善
政　
一

者
、
両
三
年
中
、
彼
輩
如　
二

水
沫　
一

可　
二

消
滅　
一
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云
々
。
依　
レ

之
、
被　
レ

奉　
レ

進　
二

神
馬　
一

。
重
有　
二

解
謝　
一

云
々
。

こ
こ
で
は
鶴
岡
宮
に
満
ち
る
ほ
ど
の
黄
蝶
群
飛
が
発
生
し
た
こ

と
が
怪
異
と
判
断
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
鶴
岡
に
対
し

御
供
と
共
に
臨
時
神
楽
が
奉
納
さ
れ
、
そ
の
際
に
八
幡
大
菩
薩

の
託
宣
が
下
り
頼
朝
を
狙
う
反
逆
者
の
存
在
が
示
さ
れ
た
と
い

う
事
例
で
あ
る
。

こ
の
鶴
岡
宮
を
中
心
と
し
た
黄
蝶
群
飛
の
発
生
に
際
し
て
、

鎌
倉
幕
府（
一
八
）が
用
い
た
怪
異
の
意
味
判
断
の
方
法
は
八
幡

神
の
誣
告
で
あ
り
、
ま
た
慰
撫
攘
災
の
た
め
に
行
っ
た
祭
祀
は

御
供
と
臨
時
神
楽
の
奉
納
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
が
京

の
陰
陽
師
を
招
聘
し
陰
陽
道
を
本
格
的
に
受
容
し
て
以
降
の
一

般
的
な
手
続
き
で
あ
る
、
陰
陽
師
の
六
壬
式
占
に
基
づ
く
勘
申

で
意
味
判
断
を
行
い
、
そ
の
後
泰
山
府
君
祭
や
天
地
災
変
祭
等

の
陰
陽
道
祭（
一
九
）で
未
然
に
攘
災
を
図
る
流
れ
と
方
法
を
大

き
く
異
に
す
る
。
木
村
進
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
の
陰
陽
道
受
容
過

程
の
四
分
類（
二
〇
）に
よ
れ
ば
、
文
治
二
年
は
承
元
三
年
（
一

二
〇
九
）
ま
で
の
第
一
期
で
あ
る
、
陰
陽
道
の
本
格
的
受
容
前

の
模
倣
期
に
該
当
す
る
が
、
こ
の
黄
蝶
群
飛
の
例
は
そ
の
通
り

鎌
倉
陰
陽
道
確
立
以
前
の
鶴
岡
祭
祀
の
姿
を
よ
く
表
し
て
い
よ

う
。こ

の
文
治
二
年
の
黄
蝶
群
飛
は
、『
吾
妻
鏡
』
全
体
の
怪
異

記
事
の
中
で
も
か
な
り
早
い
段
階
の
事
例
に
属
し
、
し
か
も
鶴

岡
八
幡
宮
で
発
生
し
幕
府
が
明
確
な
対
処
を
行
っ
た
怪
異
の
初

例
と
い
う
点
で
意
味
が
大
き
い
。
ま
ず
、『
吾
妻
鏡
』
上
で
最

も
早
い
怪
異
の
例
と
言
え
る
記
録
は
、
伊
勢
本
宮
正
殿
の
棟
木

に
蜂
が
巣
を
作
り
雀
や
小
蛇
が
子
を
産
ん
だ
こ
と
が
凶
臣
敗
北

の
兆
と
さ
れ
た
事
例
（
養
和
元
年
十
月
二
十
日
条
）
で
あ
り
、

頼
朝
は
そ
の
対
処
と
し
て
神
馬
・
砂
金
等
を
伊
勢
に
奉
納
し
て

い
る
（
寿
永
元
年
正
月
二
十
八
日
条
）。
そ
の
後
の
平
氏
追
討

の
流
れ
と
の
天
人
相
関
を
印
象
付
け
る
た
め
の
記
事
の
感
が
強

い
が
、
鶴
岡
で
は
な
く
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
納
で
あ
る
点
は
、
幕

府
体
制
確
立
後
の
鶴
岡
を
中
心
と
し
た
怪
異
祭
祀
と
対
比
を
な

す
も
の
だ
ろ
う
。『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
こ
れ
よ
り
後
の
怪
異

に
際
し
て
、
幕
府
が
伊
勢
へ
の
働
き
か
け
を
行
っ
た
例
は
見
当

た
ら
な
い
。
次
に
、
鎌
倉
の
御
霊
神
社
で
社
殿
が
鳴
動
し
宝
殿

の
扉
が
破
損
し
た
事
例
（
文
治
元
年
八
月
二
十
七
日
条
）
が
あ

り
、
解
謝
の
た
め
御
願
書
一
通
と
御
神
楽
の
奉
納
が
あ
り
、
巫

女
等
へ
の
賜
物
が
行
わ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
狐
の
子
が
御
丁

台
に
侵
入
し
た
事
例
（
文
治
二
年
二
月
四
日
条
）
で
は
、
鶴
岡
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若
宮
の
法
眼
が
参
仕
し
、
荒
神
供
が
修
さ
れ
て
い
る
。

史
料
一
は
こ
れ
ら
の
次
に
発
生
し
た
怪
異
の
事
例
で
あ
り
、

よ
っ
て
鶴
岡
八
幡
宮
を
舞
台
と
し
た
初
の
怪
異
祭
祀
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
黄
蝶
群
飛
が
叛
乱
者
の
予
兆
と
し
て
八
幡

神
の
託
宣
が
降
り
た
こ
と
で
、
鎌
倉
幕
府
で
は
そ
の
後
の
群
飛

も
一
貫
し
て
戦
乱
予
兆
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。

た
だ
し
、
こ
の
託
宣
は
編
纂
時
に
創
作
さ
れ
追
加
さ
れ
た
疑

い
が
強
い
。
託
宣
の
内
容
が
そ
の
後
の
流
れ
を
実
に
都
合
よ
く

予
兆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
日
々
夜
々
奉
窺
二
品
之
運
」

と
い
う
叛
逆
者
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
幕
府
が
消
息

を
追
っ
て
い
た
源
義
経
・
源
行
家
ら
が
想
定
さ
れ
て
い
よ
う
。

『
吾
妻
鏡
』
は
同
年
五
月
十
日
条
で
関
東
申
次
吉
田
経
房
か
ら

頼
朝
へ
の
書
状
を
引
用
し
、
洛
中
に
義
経
・
行
家
ら
が
潜
伏
中

で
あ
る
と
の
風
聞
を
載
せ
る
。
そ
し
て
五
月
十
二
日
に
は
和
泉

国
で
源
行
家
が
討
た
れ
、
そ
の
首
は
二
十
五
日
鎌
倉
に
届
け
ら

れ
た
（
五
月
二
十
五
日
条
）。
以
上
、
黄
蝶
群
飛
で
幕
府
の
危

機
が
警
告
さ
れ
、
託
宣
に
よ
り
神
意
を
知
り
、
八
幡
神
の
告
を

得
た
幕
府
が
叛
逆
者
を
討
つ
と
い
う
極
め
て
都
合
の
よ
い
筋
書

き
が
完
成
し
て
い
る
。
ま
た
「
両
三
年
中
彼
輩
如
水
沫
可
消
滅
」

と
い
う
部
分
も
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
閏
四
月
の
奥
州
に

お
け
る
源
義
経
一
行
の
滅
亡
と
一
致
す
る
。

従
っ
て
、
偶
然
鶴
岡
で
黄
蝶
群
飛
が
発
生
し
奉
納
が
行
わ
れ

た
直
後
に
行
家
が
捕
縛
さ
れ
た
た
め
、
群
飛
が
叛
逆
者
を
予
兆

す
る
怪
異
で
あ
っ
た
と
の
評
価
が
事
後
に
定
着
し
、
編
纂
の
際

に
恣
意
的
な
内
容
の
託
宣
が
追
加
さ
れ
て
「
八
幡
神
の
告
を
得

て
叛
逆
者
を
討
っ
た
幕
府
の
ス
ト
ー
リ
ー
」
が
形
成
さ
れ
た
と

見
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
た
だ
、
託
宣
の
内
容
は
改
竄
に
よ
る

も
の
と
し
て
も
、
こ
の
文
治
二
年
の
事
例
に
よ
り
鎌
倉
幕
府
に

お
い
て
は
黄
蝶
群
飛
を
叛
乱
の
予
兆
と
見
做
す
先
例
が
確
立
さ

れ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

第
二
節　

和
田
合
戦
・
宝
治
合
戦
と
黄
蝶
群
飛

次
に
黄
蝶
群
飛
が
記
録
さ
れ
る
の
は
建
保
元
年
（
一
二
一

三
）
八
月
で
あ
る
。

史
料
二　
『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
八
月
二
十
二
日
・
二
十
八

日
条

廿
二
日
庚
寅
、
天
晴
。
未
剋
、
鶴
岳
上
宮
宝
殿
、
黄
蝶
大
小

群
集
。
人
奇　
レ

之
。（
後
略
）

廿
八
日
丙
申
、
陰
。
去
廿
二
日
鶴
岡
奇
異
事
、
為　
二

兵
革
兆　
一
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之
由
、
依　
レ

有　
二

申
入
之
輩　
一

、
被　
レ

行　
二

御
占　
一

之
処
、
可　
レ

有　
二

御
慎　
一

之
旨
勘
申
之
間
、
於　
二

八
幡
宮　
一

被　
レ

行　
二

百
怪
祭　
一

。
奉

行
遠
江
守
親
廣
云
々
。

こ
こ
で
は
「
兵
革
兆
」
と
の
申
し
入
れ
に
よ
っ
て
幕
府
が
動
い

た
と
あ
り
、
文
治
二
年
の
記
憶
が
人
々
の
間
に
残
っ
て
い
た
と

も
受
け
取
れ
る
。
ま
た
幕
府
は
式
占
に
よ
る
判
断
と
百
怪
祭
に

よ
る
祭
祀
を
行
っ
て
お
り
、
誣
告
と
奉
納
に
拠
っ
た
文
治
二
年

例
に
比
べ
陰
陽
道
の
浸
透
も
明
ら
か
で
あ
る（
二
一
）。
但
し
、

こ
の
建
保
元
年
の
兵
革
と
し
て
連
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
和
田
合

戦
は
五
月
の
出
来
事
で
あ
り
、
予
兆
の
用
を
成
し
て
い
な
い
。

ま
た
史
料
二
の
後
数
ヶ
月
間
の
条
文
に
、
そ
れ
ら
し
い
騒
乱
も

見
え
な
い
。
し
か
し
、
建
保
二
年
十
一
月
に
は
和
田
氏
残
党
が

京
で
叛
乱
を
企
て
誅
戮
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
な
ど
、
和
田
合

戦
の
影
響
は
合
戦
終
結
後
も
尾
を
引
い
て
い
た
。
よ
っ
て
、
史

料
二
は
和
田
合
戦
の
記
憶
が
人
々
の
間
に
ま
だ
生
々
し
く
残
る

時
期
に
黄
蝶
群
飛
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
、
文
治
二
年
の
先
例
が

想
起
さ
れ
て
人
々
の
間
に
不
安
の
声
が
挙
が
り
、
幕
府
が
怪
異

祭
祀
を
行
う
に
至
っ
た
例
と
見
て
お
き
た
い
。
和
田
合
戦
に
ま

つ
わ
る
建
保
年
間
の
怪
異
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
も
考
察
す

る
。黄

蝶
群
飛
が
再
び
文
治
二
年
同
様
の
戦
乱
予
兆
の
ス
ト
ー

リ
ー
と
し
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
次
の
宝
治
元
年

（
一
二
四
七
）
三
月
の
例
で
あ
る
。

史
料
三　
『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
三
月
十
七
日
条

十
七
日
庚
午
。
黄
蝶
群
飛
〈
幅
假
令
一
許
丈
、
列
三
段
許
〉。

凡
充
―二

満
鎌
倉
中　
一

。
是
兵
革
兆
也
。
承
平
則
常
陸
下
野
、
天

喜
亦
陸
奥
出
羽
四
箇
国
之
間
有　
二

其
怪　
一

。
将
門
貞
任
等
及　
二

闘
戦　
一

訖
。
而
今
是
事
出
来
、
猶
若
可　
レ

有　
二

東
国
兵
乱　
一

歟
之

由
、
古
老
之
所　
レ

疑
也
。

こ
こ
で
は
、
平
将
門
の
乱
及
び
前
九
年
合
戦
の
際
に
同
様
の
先

例
が
あ
り
、
再
び
東
国
に
兵
乱
が
起
こ
る
兆
で
あ
る
と
、
特
定

の
人
名
を
挙
げ
ず
「
古
老
」
の
言
と
し
て
判
断
を
加
え
て
い
る
。

た
だ
し
管
見
の
限
り
両
度
の
兵
乱
の
際
に
群
飛
が
起
き
た
と
す

る
史
料
は
確
認
で
き
な
い
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
筆
者
は
こ
の
史
料
三
の
事
例
は
、
三
点

の
疑
問
点
を
根
拠
に
、
黄
蝶
群
飛
の
発
生
そ
の
も
の
か
ら
し
て

編
纂
時
の
改
竄
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
架
空
の
事
例
で
は
な
い
か
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と
考
え
る
。

一
点
目
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
史
料
三
の
前
後
の
史
料
も
含

め
て
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宝
治
元
年
条
（
二
月
二
十
八
日

寛
元
五
年
改
元
）
に
は
、
正
月
か
ら
六
月
の
宝
治
合
戦
発
生
ま

で
の
間
、
怪
異
記
事
が
豊
富
に
記
さ
れ
る
。
そ
の
概
要
は
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

正
月
：
二
十
九
日
、
鎌
倉
中
を
羽
蟻
が
群
飛

　
　
　

三
十
日
、
北
条
時
盛
邸
の
後
山
に
光
物
が
飛
ぶ

三
月
：
十
一
日
、
由
比
ヶ
浜
の
海
水
が
赤
変
す
る

　
　
　

十
二
日
、
大
流
星

　
　
　

十
七
日
、
黄
蝶
群
飛
（
史
料
三
）

五
月
： 

十
一
日
、
陸
奥
国
の
浜
に
怪
魚
が
打
ち
上
げ
ら
れ
る
、

そ
の
時
海
水
が
赤
変
す
る
（
史
料
四
）

一
点
目
の
疑
問
と
は
、
以
上
の
怪
異
の
殆
ど
が
現
象
の
記
録
に

留
ま
っ
て
お
り
、
怪
異
記
録
と
し
て
は
当
然
そ
の
後
に
続
く
べ

き
幕
府
に
よ
る
占
断
や
、
そ
れ
に
従
い
行
わ
れ
る
筈
の
陰
陽
祭

等
の
祭
祀
の
記
載
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
対
処
の
記
述

が
あ
る
の
は
正
月
三
十
日
の
光
物
に
対
し
「
致
祈
禱
」
と
あ
る

の
み
で
、
史
料
三
の
黄
蝶
群
飛
に
際
し
て
は
、
史
料
一
・
二
で

は
存
在
し
た
対
処
の
内
容
が
何
も
記
さ
れ
な
い
。
仮
に
こ
れ
ら

の
現
象
が
陰
陽
師
の
占
断
の
結
果
怪
異
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ

れ
た
の
な
ら
、
何
も
対
処
が
記
さ
れ
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
史

料
三
の
場
合
は
わ
ざ
わ
ざ
古
老
の
口
を
借
り
て
先
例
不
審
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
以
上
そ
れ
も
考
え
づ
ら
い
。
以
上
、

こ
れ
だ
け
の
怪
異
が
頻
発
し
て
い
な
が
ら
そ
の
対
処
記
録
が
な

ぜ
『
吾
妻
鏡
』
に
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
が
、
史
料

三
が
架
空
記
事
で
は
と
疑
う
に
至
っ
た
第
一
の
疑
問
点
で
あ

る
。二

点
目
の
疑
問
は
、
前
掲
し
た
宝
治
元
年
正
月
～
五
月
の
怪

異
群
に
つ
い
て
、
宝
治
合
戦
を
予
兆
し
て
い
た
怪
異
群
と
し
て

編
纂
者
が
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
予

想
す
る
と
き
、『
吾
妻
鏡
』
の
他
の
年
の
怪
異
例
と
の
間
で
整

合
性
が
取
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
説
明
す
る

た
め
に
、
黄
蝶
群
飛
の
例
で
は
な
い
が
、
宝
治
合
戦
勃
発
前
最

後
の
怪
異
で
あ
る
次
の
例
を
引
用
し
た
い
。

史
料
四　
『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
五
月
二
十
九
日
条

廿
九
日
辛
巳
。
三
浦
五（

盛
時
）郎
左
衛
門
尉
参　
二

左（
北
条
時
頼
）

親
衛
御
方　
一

。
申

云
、
去
十
一
日
、
陸
奥
国
津
軽
海
辺
、
大
魚
流
寄
。
其
形
偏

如　
二

死
人　
一

。
先
日
由
比
海
水
赤
色
事
、
若
此
魚
死
故
歟
。
随
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而
同
比
、
奥
州
海
浦
波
濤
、
赤
而
如　
レ

紅
云
々
。
此
事
則
被　
レ

尋　
二

古
老　
一

之
処
、
先
規
不
快
之
由
申　
レ

之
。
所
謂
文
治
五
年

夏
有　
二

此
魚　
一

。
同
秋
泰
衡
誅
戮
。
建
仁
三
年
夏
又
流
来
。
同

秋
左
金
吾
有　
二

御
事　
一

。
建
保
元
年
四
月
出
現
、
同
五
月
義
盛

大
軍
。
殆
為　
二

世
御
大
事　
一

云
々
。

五
月
十
一
日
に
陸
奥
国
に
怪
魚
が
打
ち
上
げ
ら
れ
、
そ
の
際
海

水
が
赤
く
染
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
由
比
ヶ
浜
の
海
水
赤
変
も
こ

の
魚
の
死
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う（
二
二
）。
こ
こ
で

も
史
料
三
同
様
、
個
人
名
の
分
か
ら
な
い
「
古
老
」
の
話
と
し

て
、
怪
魚
出
現
の
先
例
が
文
治
五
年
（
奥
州
藤
原
氏
滅
亡
）・

建
仁
三
年
（
源
頼
家
の
死
亡
）・
建
保
元
年
（
和
田
合
戦
）
の

三
件
語
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
度
の
動
乱
の
前
後
に
、

史
料
四
の
語
る
よ
う
な
怪
魚
の
出
現
は
い
ず
れ
も
『
吾
妻
鏡
』

自
体
に
も
見
え
な
い
。
ま
た
、
文
治
五
年
の
奥
州
藤
原
氏
滅
亡

と
建
保
元
年
の
和
田
合
戦
に
触
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
宝
治

合
戦
と
合
わ
せ
た
三
つ
の
戦
乱
で
共
通
性
が
見
出
せ
、『
吾
妻

鏡
』
で
も
辻
褄
の
合
う
黄
蝶
群
飛
（
史
料
一
・
二
・
三
）
の
方

を
戦
乱
予
兆
の
先
例
と
し
て
詳
細
に
言
及
す
る
方
が
余
程
納
得

が
い
く
。
以
上
、
宝
治
合
戦
前
の
怪
異
群
に
対
し
て
語
ら
れ
た

先
例
が
、『
吾
妻
鏡
』
の
他
の
条
文
と
整
合
性
が
取
れ
て
お
ら

ず
、
正
確
な
先
例
勘
案
を
経
た
も
の
と
思
わ
れ
な
い
と
い
う
点

が
、
第
二
の
疑
問
点
で
あ
る
。

三
点
目
の
疑
問
は
、
史
料
三
に
お
け
る
黄
蝶
群
飛
の
三
月
十

七
日
と
い
う
発
生
時
期
に
関
し
て
、
蝶
の
生
態
と
い
う
側
面
か

ら
の
疑
問
で
あ
る
。
実
際
に
群
飛
す
る
習
性
の
あ
る
キ
チ
ョ
ウ

類
の
一
種
で
あ
る
ツ
マ
グ
ロ
キ
チ
ョ
ウ
の
場
合
、
新
暦
五
月
下

旬
か
ら
九
月
下
旬
に
か
け
て
年
三
～
四
回
発
生
し
、
九
月
下
旬

頃
か
ら
姿
を
現
す
秋
型
の
個
体
は
冬
季
の
気
温
低
下
と
共
に
活

動
を
弱
め
、
成
虫
の
ま
ま
翌
年
ま
で
越
冬
す
る（
二
三
）。
よ
っ

て
、
史
料
三
に
お
け
る
三
月
十
七
日
す
な
わ
ち
新
暦
四
月
二
十

三
日（
二
四
）と
い
う
時
期
は
、
こ
の
越
冬
個
体
が
観
察
さ
れ
る

こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
が
、「
充
満
鎌
倉
中
」
と
記
さ
れ
る

よ
う
な
大
量
発
生
に
は
疑
問
が
残
る
。
史
料
三
以
外
の
四
例
の

黄
蝶
群
飛
は
、
五
月
一
日
・
八
月
二
十
二
日
・
九
月
七
日
・
九

月
十
九
日
の
事
例
で
、
こ
れ
は
新
暦
換
算
で
五
月
三
十
一
日
～

十
月
七
日
に
か
け
て
の
も
の
と
な
り
、
少
な
く
と
も
季
節
上
の

不
自
然
さ
は
な
い
。
厳
密
を
期
す
に
は
現
代
と
鎌
倉
時
代
前
期

と
の
気
候
の
差
異
を
鑑
み
る
必
要
が
あ
る（
二
五
）も
の
の
、
以

上
の
よ
う
な
発
生
時
期
に
関
す
る
不
審
点
が
疑
問
の
三
点
目
で
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あ
る
。

宝
治
元
年
条
に
お
け
る
六
月
の
合
戦
勃
発
ま
で
の
怪
異
記
事

は
正
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
記
さ
れ
、
史
料
四
を
最
後
と
す

る
。
怪
異
の
発
生
に
対
し
付
さ
れ
た
評
価
は
極
め
て
恣
意
的
か

つ
先
例
勘
案
も
不
正
確
で
、
編
纂
時
の
改
竄
の
疑
い
が
強
い
こ

と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
史
料
三
の
黄
蝶
群
飛
・
史

料
四
の
怪
魚
漂
着
と
も
に
、
重
変
で
あ
る
こ
と
が
匂
わ
さ
れ
て

い
な
が
ら
そ
の
後
に
続
く
べ
き
占
断
や
対
処
の
政
務
記
事
を
欠

く
の
も
不
審
で
あ
る
。
占
断
や
対
処
が
記
録
さ
れ
な
い
理
由
は

他
に
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
上
に
挙
げ
た
疑
問
点

を
総
合
し
、
こ
れ
ら
宝
治
元
年
の
怪
異
群
の
中
に
は
相
当
量
の

現
象
そ
の
も
の
の
創
作
が
含
ま
れ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
黄
蝶
群
飛
は
、
翌
宝
治
二
年
九
月
に

立
て
続
け
に
二
件
記
録
さ
れ
る
の
が
最
後
と
な
る
。

史
料
五　
『
吾
妻
鏡
』
宝
治
二
年
九
月
七
日
・
十
九
日
条

七
日
辛
亥
。
黄
蝶
飛
行
。
自　
二

由
比
浦　
一

至　
二

于
鶴
岡
宮
寺
并

右
大
将
軍
家
法
花
堂　
一

、
群
亘
云
々
。

十
九
日
癸
亥
。
未
申
両
時
之
間
、
黄
蝶
群
飛
。
自　
二

三
浦
三

崎
方　
一

、
出
―二

来
于
名
越
辺　
一

。
其
群
集
之
幅
、
三
許
段
云
々
。

七
日
条
の
「
右
大
将
軍
家
法
花
堂
」
は
宝
治
合
戦
の
際
に
三
浦

泰
村
が
立
て
籠
っ
た
場
所
で
あ
り
（
宝
治
元
年
六
月
五
日
条
）、

十
九
日
に
は
「
三
浦
三
崎
方
」
す
な
わ
ち
三
浦
氏
の
根
拠
地
か

ら
群
飛
が
起
こ
っ
た
と
す
る
。
偶
然
宝
治
合
戦
に
纏
わ
る
地
で

群
飛
が
発
生
し
た
た
め
に
人
々
の
関
心
を
引
き
記
録
さ
れ
た
可

能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
二
件
の
群
飛
も
史
料
三
同
様
に
占
断
と

祭
祀
の
記
録
を
欠
く
点
に
お
い
て
、
記
録
の
実
際
性
に
は
注
意

を
要
す
る
だ
ろ
う
。

以
上
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
黄
蝶
群
飛
は
文
治
二
年
例
（
史

料
一
）
を
初
見
と
し
、
同
例
は
鶴
岡
八
幡
宮
を
舞
台
と
し
幕
府

が
祭
祀
を
講
じ
た
最
初
期
の
怪
異
の
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ

る
。
こ
の
例
が
源
行
家
捕
縛
の
直
前
に
偶
然
発
生
し
た
こ
と
で

戦
乱
予
兆
の
先
例
と
見
做
さ
れ
、
和
田
合
戦
（
史
料
二
）
や
宝

治
合
戦
（
史
料
三
・
五
）
の
前
後
に
も
黄
蝶
群
飛
が
記
録
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
逆
に
、
そ
れ
以
外
の
時
期
に
は
記
録
が
な

い
が
、
こ
れ
は
鎌
倉
で
幾
度
も
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
黄
蝶
群
飛

の
う
ち
、
た
ま
た
ま
戦
乱
の
前
後
に
発
生
し
た
事
例
の
み
が
後

代
に
戦
乱
と
結
び
付
け
ら
れ
、
記
録
に
足
る
も
の
と
し
て
『
吾

妻
鑑
』
に
採
録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
編
纂
の

際
に
幕
府
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
架
空
の
先
例
が
付
さ
れ
、
幕
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府
を
襲
う
戦
乱
を
八
幡
宮
が
告
げ
知
ら
せ
る
怪
異
と
し
て
意
味

付
け
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
史
料

三
の
宝
治
元
年
の
事
例
の
よ
う
に
、
黄
蝶
群
飛
の
発
生
そ
の
も

の
が
改
竄
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
と
疑
わ
れ
る
例
も
そ
の
中
に

は
混
在
し
て
い
る
。

第
三
節　

同
時
代
史
料
に
お
け
る
蝶
の
大
量
発
生

『
吾
妻
鏡
』
の
語
る
よ
う
な
蝶
の
群
飛
を
戦
乱
の
予
兆
と
見

做
す
認
識
は
、
同
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
一
般
的
な
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鴨
長
明
『
発
心
集
』
採
録
の
「
佐
国
華

を
愛
し
蝶
と
な
る
事
」
は
、
十
一
世
紀
の
漢
詩
人
大
江
佐
国
が

花
を
愛
す
る
執
念
の
あ
ま
り
死
後
に
蝶
に
転
生
し
、
夢
告
を
通

じ
て
そ
れ
を
知
っ
た
佐
国
の
子
が
庭
に
草
花
を
植
え
、
大
量
の

蝶
を
飼
っ
て
父
を
慰
め
よ
う
と
す
る
説
話
で
あ
る
。
予
兆
の
例

で
は
な
い
が
、
当
時
か
ら
蝶
が
人
々
の
身
近
な
生
物
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
同
時
代
史
料

に
お
け
る
蝶
の
大
量
発
生
の
例
か
ら
人
々
の
認
識
を
検
証
し
た

い
。藤

原
定
家
『
明
月
記
』
に
は
、
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）（
二
六
）

六
月
と
、
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
四
月
～
五
月
の
二
度
、
蝶

の
大
量
発
生
の
例
が
載
る
。

史
料
六　
『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
六
月
十
三
日
条
（
部
分
、

前
後
略
）

又
台
嶺
蝶
雨
〈
先
々
有　
二

此
事　
一

、
必
山
上
大
乱
出
来
時
也
〉。

只
案　
レ

之
、
佛
法
王
法
滅
亡
之
期
也
。

史
料
七　
『
明
月
記
』
天
福
元
年
五
月
十
八
日
条
（
部
分
、

前
後
略
）

或
人
云
、
自　
二

四
月
廿
八
日　
一

至　
二

于
五
月
三
日　
一

、
日
吉
社
頭

蝶
雨
降
云
々
。
治
承
七
宮
治
山
、
山
上
滅
亡
之
時
有　
二

此
事　
一

歟
。
毎　
レ

聞
動　
レ

肝
。

こ
こ
で
は
蝶
の
大
量
発
生
は
「
蝶
雨
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
二
例
と
も
比
叡
山
に
お
い
て
発
生
し
、
同
山
に
お
け
る
戦

乱
の
予
兆
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

史
料
六
・
七
の
前
後
に
お
け
る
定
家
を
取
り
巻
く
状
況
の
共

通
点
を
探
る
と
す
れ
ば
、
両
例
と
も
に
改
元
か
ら
間
も
な
く
、

世
情
の
安
定
し
な
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま

ず
史
料
六
の
嘉
禄
元
年
は
四
月
二
十
日
に
元
仁
元
年
か
ら
改
元

さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
し
定
家
は
「
不
改
乱
政
ば
有
何
益
」
と
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語
っ
て
勘
文
を
見
ず
（
四
月
二
十
日
条
）、
嘉
禄
の
新
元
号
に

対
し
て
も
、
嘉
禄
は
軽
く
に
通
じ
る
上
、
嘉
も
禄
も
鹿
の
訓
音

で
あ
る
か
ら
ま
る
で
猟
場
の
麋
鹿
で
は
な
い
か
、
と
難
じ
る
な

ど
（
四
月
二
十
一
日
条
）
否
定
的
で
あ
っ
た
。
蝶
雨
の
あ
っ
た

六
月
は
鎌
倉
か
ら
北
条
政
子
危
篤
の
報
が
京
に
再
三
入
り
、
六

月
十
四
日
に
は
大
江
広
元
の
死
去
が
京
に
伝
わ
る
等
、
京
中
に

騒
動
が
あ
り
流
言
飛
語
の
起
こ
り
や
す
い
状
況
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。
蝶
雨
と
同
じ
六
月
十
三
日
条
で
は
、
志
賀
の
浦
に
四
足

の
青
黒
い
異
鳥
が
群
集
し
て
い
る
と
の
風
説
も
と
も
に
語
ら
れ

て
い
る
。

一
方
史
料
七
の
天
福
元
年
は
四
月
十
五
日
に
貞
永
二
年
か
ら

改
元
さ
れ
た
。
こ
の
際
も
定
家
は
、
福
の
字
は
朱
全
忠
の
乱
が

起
こ
っ
た
唐
昭
宗
の
代
に
景
福
が
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
昭
宗
の

代
の
天
復
に
音
が
通
じ
る
こ
と
等
の
例
を
挙
げ
て
新
元
号
を
難

じ
て
い
る
（
四
月
十
六
日
条
）。
そ
し
て
蝶
雨
の
あ
っ
た
同
年

五
月
は
『
明
月
記
』
全
体
を
見
渡
し
て
も
特
に
怪
異
記
事
の
集

中
し
た
月
と
言
っ
て
よ
い
。
六
日
に
は
螢
惑
が
三
星
を
犯
す
、

す
な
わ
ち
火
星
の
三
惑
星
へ
の
接
近
が
七
月
に
大
事
あ
る
予
兆

と
さ
れ
、
十
四
日
に
は
春
日
若
宮
巫
女
に
降
り
た
託
宣
と
し
て

同
様
の
七
月
大
事
を
伝
え
、
こ
の
噂
が
京
中
に
広
ま
っ
て
い
た

こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
七
日
に
は
冷
泉
の
辺
で
人
よ
り
も
三
四
尺

大
き
く
青
白
い
顔
を
し
た
法
師
の
姿
の
怪
が
目
撃
さ
れ
た
と
あ

る
。
二
十
二
日
条
に
は
石
清
水
高
良
社
の
御
正
体
で
あ
る
鏡
が

鳴
動
し
た
怪
異
に
対
し
て
神
祇
官
が
行
っ
た
亀
卜
の
結
果
を
記

す
勘
文
が
引
用
さ
れ
、
二
十
四
日
条
で
は
金
峯
山
寺
の
鳴
動
に

対
し
同
じ
く
神
祇
官
の
勘
文
が
引
か
れ
る
。
特
に
高
良
社
の
怪

異
は
同
時
期
の
京
に
お
け
る
怪
異
と
し
て
は
珍
し
く
『
吾
妻

鏡
』
に
も
記
述
が
あ
り
（
同
年
五
月
二
十
四
日
条
）、
社
会
の

関
心
の
高
さ
を
伺
わ
せ
る
。

以
上
の
通
り
、
史
料
六
・
七
の
蝶
雨
と
も
に
京
中
に
騒
動
が

頻
発
し
た
中
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
度
の
改
元
に
否
定

的
で
あ
っ
た
記
主
の
定
家
も
含
め
、
京
の
人
々
が
巷
説
や
変
事

に
敏
感
に
な
っ
て
い
る
時
期
に
、
た
ま
た
ま
比
叡
山
で
蝶
が
大

量
発
生
し
た
た
め
に
人
々
の
目
を
引
き
、『
明
月
記
』
に
記
録

さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
が
し
か
の
社
会
的
動
乱

の
前
後
に
偶
然
発
生
し
た
群
飛
が
、
意
味
付
け
を
持
た
さ
れ
記

録
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
は
、『
吾
妻
鏡
』
と
共
通
す
る
も
の
で

あ
る
。

さ
て
、
史
料
七
に
は
「
治
承
七
宮
治
山
、
山
上
滅
亡
之
時
有

此
事
歟
」
と
あ
り
、
比
叡
山
で
の
蝶
雨
の
先
例
が
治
承
年
間
の
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七
宮
治
山
、
す
な
わ
ち
鳥
羽
天
皇
第
七
皇
子
覚
快
法
親
王
が
天

台
座
主
の
時
代
（
治
山
治
承
元
年
～
四
年
）
に
あ
っ
た
と
定
家

は
紹
介
す
る
。
こ
の
時
、
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
九
月
に
比

叡
山
で
学
生
と
堂
衆
の
抗
争
が
勃
発
し
、
こ
れ
に
敗
れ
た
学
生

側
が
後
白
河
院
に
訴
え
、
治
承
三
年
七
月
に
法
皇
か
ら
平
清
盛

に
堂
衆
追
討
宣
旨
が
給
さ
れ
、
平
氏
軍
に
よ
る
延
暦
寺
へ
の
追

討
が
実
施
さ
れ
た
。「
山
上
滅
亡
之
時
」
と
は
こ
う
し
た
経
緯

を
指
す
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
事
件
の
間
に
実
際
に
蝶
雨
の
大
量

発
生
は
あ
っ
た
の
か
。『
明
月
記
』
よ
り
後
の
鎌
倉
末
期
の
編

纂
物
に
な
る
が
、『
帝
王
編
年
記
』
治
承
二
年
条
に
そ
の
記
録

が
見
え
る
。

史
料
八　
『
帝
王
編
年
記
』
治
承
二
年
八
月
条

（
前
略
）
叡
山
坂
本
粉
蝶
如　
レ

雨
降
、
高
雄
寺
魔
滅
之
時
如　
レ

此
云
々
。
今
年
山
門
堂
衆
学
生
有　
二

合
戦
事　
一

。

こ
こ
で
は
群
飛
で
も
蝶
雨
で
も
な
く
「
粉
蝶
如
雨
降
」
と
表
現

さ
れ
る
。
粉
蝶
は
中
国
語
で
シ
ロ
チ
ョ
ウ
科
を
指
し
、
ツ
マ
グ

ロ
キ
チ
ョ
ウ
を
含
む
日
本
の
代
表
的
な
黄
色
の
蝶
の
一
群
で
あ

る
モ
ン
キ
チ
ョ
ウ
亜
科
も
こ
れ
に
属
す（
二
七
）。「
高
雄
寺
魔
滅

之
時
」
は
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
に
お
け
る
高
雄
山
神
護
寺

の
焼
亡
を
指
す
も
の
か
。
こ
の
際
の
蝶
の
発
生
に
関
し
て
は
未

詳
で
あ
る
。
成
立
年
代
上
、
定
家
が
史
料
七
の
叙
述
に
当
た
り

参
照
し
た
記
録
は
『
帝
王
編
年
記
』
と
は
別
の
史
料
で
し
か
あ

り
え
な
い
が
、
治
承
年
間
に
比
叡
山
上
で
蝶
の
発
生
が
あ
っ
た

と
何
ら
か
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
史
料
八
の
存
在
に

よ
り
間
違
い
な
い
。

以
上
の
通
り
、
少
な
く
と
も
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け

て
、
蝶
の
大
量
発
生
は
鎌
倉
に
お
い
て
は
幕
府
の
争
乱
、
京
に

お
い
て
は
比
叡
山
の
争
乱
を
そ
れ
ぞ
れ
予
兆
す
る
も
の
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
認
識
は
時
代
と
共
に
変
化
し

た
可
能
性
が
次
の
史
料
で
示
さ
れ
て
い
る
。

史
料
九　
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
六
年
七
月
十
一
日
条

（
前
略
）
一
、
去
比
法
性
寺
大
路
辺
へ
白
蝶
降
下
云
々
。
豊

年
瑞
之
由
、
諸
人
申
入
旨
、
三
位
法
眼
申
入
之
間
、
先
規
若

如　
レ

此
事
在　
レ

之
歟
之
由
、
御
―二

尋
大
外
記
業
忠　
一

処
、
両
度
例

注
―二

進
之　
一

。
最
初
天
暦
年
中
黄
蝶
自　
レ

天
降
下
。
聖
代
豊
饒

天
下
安
全
云
々
。
後
度
ハ
文
治
年
中
降
下
。
天
下
安
泰
豊
饒

之
由
申
入
也
。
両
度
共
黄
蝶
歟
。
今
度
白
蝶
云
々
。
先
例
ハ



（　）−　17−190  　　

雖　
レ

為　
二

御
祝
着　
一

、
当
時
之
儀
旁
御
恐
怖
云
々
。（
後
略
）

法
性
寺
の
周
辺
で
白
蝶
が
降
っ
た
と
い
う
永
享
六
年
（
一
四
三

四
）
の
記
録
で
あ
り
、
そ
の
先
例
と
し
て
二
例
が
勘
申
さ
れ
て

い
る
。
天
暦
年
中
（
九
四
七
～
九
五
七
）
の
例
に
関
し
て
は
未

詳
だ
が（
二
八
）、
こ
こ
で
は
「
後
度
ハ
文
治
年
中
降
下
」
の
方

に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
史
料
一
の
文
治
二
年
五
月
鎌
倉
で

の
黄
蝶
群
飛
が
京
に
伝
え
ら
れ
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
文
治
年
間
に
史
料
一
と
は
別
の
群
飛
が
京
で
発
生
し
朝
廷

に
記
録
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
仮
定

し
て
も
、「
天
下
安
泰
豊
饒
之
由
」
と
の
記
述
は
、『
明
月
記
』

や
『
帝
王
編
年
記
』
の
語
る
蝶
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
吉
凶
の
判
断

が
大
き
く
異
な
る
。
本
論
に
お
い
て
は
蝶
の
大
量
発
生
を
戦
乱

予
兆
と
し
て
扱
っ
た
が
、
実
際
に
は
平
安
鎌
倉
期
に
お
け
る
認

識
は
画
一
的
で
は
な
く
吉
兆
と
占
断
さ
れ
た
例
も
あ
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
室
町
期
ま
で
に
蝶
に
関
す
る
記
録
が
変
質
し
て

伝
わ
っ
た
こ
と
を
史
料
九
は
示
す
の
か
、
向
後
の
疑
問
点
と
し

て
お
き
た
い
。

第
三
章　

鷺
怪

本
稿
で
も
う
一
点
注
目
す
る
現
象
は
、
青
鷺
や
白
鷺
な
ど
の

鷺
類
が
飛
来
し
、
時
に
群
れ
集
ま
る（
補
註
二
）等
の
行
動
を
取
る

こ
と
が
怪
異
と
し
て
判
断
さ
れ
た
「
鷺
怪
」
で
あ
る
。
こ
の
鷺

怪
は
『
吾
妻
鏡
』
中
に
四
例
が
確
認
で
き
（
表
二
）、
黄
蝶
群

飛
と
同
様
に
四
例
全
て
に
お
い
て
凶
兆
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
鶴
岡
八
幡
宮
を
中
心
の
場
と
し
て
い
た
黄
蝶
群
飛
に
対

し
、
鷺
怪
は
将
軍
御
所（
二
九
）を
中
心
と
す
る
点
が
相
違
点
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
次
が
そ
の
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
初
例
で

あ
る
。

史
料
十　
『
吾
妻
鏡
』
承
元
元
年
十
二
月
三
日
条

三
日
甲
辰
。
沍
陰
。
白
雪
飛
散
。
今
日
御
所
御
酒
宴
。
相

（
北
条
義
時
）州

大（
大
江
広
元
）

官
令
等
被　
レ

候
。
其
間
、
青
鷺
一
羽
入　
二

進
物
所　
一

。
次
集　
二

于
寢
殿
之
上　
一

。
良
久
将（
源
実
朝
）

軍
家
依　
二

怪
思
食　
一

、
可　
レ

射
―二

留
件

鳥　
一

之
由
、
被　
二

仰
出　
一

之
処
、
折
節
可　
レ

然
射
手
不　
レ

候　
二

御
所

中　
一

、
相
州
被　
レ

申
云
、
吾
妻
四
郎
助
光
為　
レ

愁
―下

申
蒙　
二

御
気

色　
一

事　
上

、
當
時
在　
二

御
所
近
辺　
一

歟
。
可　
レ

被　
レ

召　
レ

之
云
々
。
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仍
被　
レ

遣　
二

御
使　
一

之
間
、
助
光
顚　
レ

衣
參
上
。
挟　
二

引
目　
一

、
自　
二

階
隠
之
蔭　
一

窺
寄
兮
発　
レ

矢
。
彼
矢
不　
レ

中　
二

于
鳥　
一

之
様
雖　
レ

見　
レ

之
、
鷺
忽
騒
―二

墜
于
庭
上　
一

。
助
光
進
―二

覧
之　
一

。
左
眼
血
聊
出
。

但
非　
二

可　
レ

死
之
疵　
一

。
此
箭
羽
〈
鷹
羽
極
強
云
々
。〉
曳　
二

鳥

之
目　
一

兮
融
云
々
。
助
光
兼
以
所　
二

相
計　
一

無　
レ

違
也
云
々
。
乍　
レ

生
射
―二

留
之　
一

。
御
感
殊
甚
。
如　
レ

元
可　
レ

奉　
二

昵
近　
一

之
由
、
匪　
レ

被　
二

仰
出　
一

、
所　
レ

下
―二

給
御
釼　
一

也
。

将
軍
御
所
で
の
酒
宴
の
最
中
に
青
鷺
が
飛
び
入
っ
た
の
を
将
軍

実
朝
が
怪
し
み
、
将
軍
の
勘
気
を
蒙
っ
て
い
た
吾
妻
四
郎
助
光

が
北
条
義
時
の
推
挙
に
よ
り
射
手
と
し
て
召
さ
れ
、
鷺
を
生
け

捕
り
に
し
て
褒
賞
と
許
し
を
得
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
怪
異

を
起
こ
し
た
鷺
を
射
落
と
す
例
は
他
に
も
見
え
る
（
弘
長
三
年

五
月
十
七
日
条
、
後
掲
）
が
、
史
料
十
で
は
鷺
怪
に
対
し
て
陰

陽
師
の
占
断
を
経
ず
、
即
座
に
実
朝
の
指
示
で
射
手
を
選
び
、

鷺
を
捕
ら
え
て
対
処
と
し
て
い
る
点
で
、
鎌
倉
幕
府
の
一
般
的

な
怪
異
政
務
の
手
続
き
と
大
き
く
異
な
る
。
矢
羽
で
目
の
み
を

傷
つ
け
生
け
捕
っ
た
等
の
叙
述
も
含
め
、
挿
話
的
な
性
格
の
強

い
条
文
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
怪
鳥
と
し
て
の
鷺
、
将
軍
御
所
で

発
生
す
る
怪
異
と
し
て
の
鷺
怪
と
い
う
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る

基
本
的
な
認
識
は
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、『
吾
妻
鏡
』

に
記
録
さ
れ
た
鷺
怪
と
、
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
対
処
に
つ
い

て
検
証
す
る
。

第
一
節　

和
田
合
戦
に
お
け
る
鷺
怪

鷺
怪
の
二
例
目
は
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
に
記
さ
れ
る
。

史
料
十
一　
『
吾
妻
鏡
』
建
保
三
年
八
月
二
十
一
日
～
二
十

五
日
条

廿
一
日
戊
申
。
晴
。
巳
尅
、
鷺
集　
二

御
所
西
侍
之
上　
一

。
未
尅

地
震
云
々
。

廿
二
日
己
酉
。
霽
。
地
震
鷺
怪
事
、
被　
レ

行　
二

御
占　
一

之
処
、

重
変
之
由
申　
レ

之
。
仍
去　
二

御
所　
一

、
入
―二

御
相
州
御
亭　
一

。
信

綱
持　
二

御
釼　
一

。
亭
主
被　
レ

移　
二

他
所　
一

云
々
。

廿
五
日
壬
子
。
晴
。
親
職
、
泰
貞
、
宣
賢
已
下
陰
陽
師
等
、

於　
二

御
所　
一

奉
―二

仕
百
怪
祭　
一

。
御
使
伊
賀
太
郎
左
衛
門
尉
光

季
、
奉
行
図
書
允
清
定
。
是
依　
二

鷺
怪　
一

也
。

鷺
怪
と
地
震
が
同
日
に
発
生
し
た
こ
と
で
幕
府
が
卜
占
を
行

い
、
実
朝
の
御
所
退
去
や
百
怪
祭
に
よ
る
対
処
を
行
っ
た
例
で
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あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
怪
異
に
至
る
前
提
と
し
て
、
建
保
元
年
～

三
年
に
か
け
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
地
震
が
多
数
記
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

建
保
元
年
（ 
五
月
十
五
・
二
十
一
日
、
七
月
七
日
、
八
月
十
九

日
、
閏
九
月
十
二
・
十
七
日
）

建
保
二
年
（
二
月
一
日
、
四
月
三
日
、
十
月
六
日
）

建
保
三
年
（ 

八
月
十
九
・
二
十
一
日
、
九
月
六
・
八
・
十
一
・

十
三
・
十
四
・
十
六
・
十
七
・
二
十
一
日
、
十
月

二
日
、
十
二
月
十
五
日
）

こ
れ
ら
の
大
半
は
、「
地
震
」
な
い
し
「
大
地
震
」
と
記
さ
れ

る
の
み
で
、
被
害
の
内
容
や
幕
府
の
占
断
に
関
す
る
記
述
を
欠

く
。
恐
ら
く
そ
の
大
半
は
被
害
も
な
く
、
幕
府
に
お
い
て
も
陰

陽
師
の
占
断
な
ど
に
至
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
地
震
規
模
や

被
害
に
関
す
る
具
体
的
記
述
を
伴
う
の
は
建
保
元
年
五
月
二
十

一
日
の
例
く
ら
い
で
あ
る
。

史
料
十
二　
『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
二
十
一
日
条

廿
一
日
辛
酉
。午
剋
大
地
震
。有　
レ

音
舎
屋
破
壊
、
山
崩
地
裂
。

於　
二

此
境　
一

近
代
無　
二

如　
レ

此
大
動　
一

云
々
。
而
廿
五
日
内
、
可　
レ

有　
二

兵
動　
一

之
由
、
陰
陽
道
勘
―二

申
之　
一

。

『
吾
妻
鏡
』
の
記
録
に
従
う
な
ら
ば
建
保
元
年
～
三
年
の
群
発

地
震
は
史
料
十
二
に
お
け
る
大
地
震
の
余
震
群
と
も
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
「
可
有
兵
動
」
と
の
勘
申
が
下
さ
れ
て
い
る
通
り
、

和
田
合
戦
の
直
後
で
人
々
が
自
然
の
変
化
を
怪
異
と
し
て
戦
乱

に
結
び
つ
け
易
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
後
に
地
震
記

録
が
多
く
残
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

建
保
二
年
十
一
月
に
は
京
で
源
頼
家
の
遺
児
（
栄
実
）
を
擁
立

し
た
和
田
氏
残
党
が
叛
逆
を
計
画
し
誅
戮
さ
れ
る
事
件
が
発
生

し
た
こ
と
も
、
怪
異
を
和
田
合
戦
と
結
び
つ
け
る
風
潮
が
戦
後

二
年
以
上
も
長
引
い
た
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
二
の
黄
蝶

群
飛
例
も
こ
の
状
況
の
中
で
自
然
現
象
を
人
々
が
和
田
合
戦
に

結
び
つ
け
た
例
の
一
つ
で
あ
る
。
史
料
十
一
の
鷺
怪
も
、
こ
の

よ
う
に
地
震
に
人
々
の
注
意
が
向
き
や
す
く
な
っ
て
い
た
状
況

下
で
、
地
震
と
同
日
に
た
ま
た
ま
御
所
で
鷺
が
多
く
観
察
さ
れ

た
た
め
に
怪
異
と
見
做
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
建
保
三
年
十
一
月
二
十
五
日
条
で
は
、
こ
れ
ら
和
田

合
戦
に
結
び
付
け
ら
れ
た
怪
異
を
総
括
す
る
か
の
よ
う
に
、
実

朝
の
夢
想
に
義
盛
ら
和
田
合
戦
の
亡
卒
が
現
れ
、
こ
れ
に
よ
り

幕
府
が
仏
事
を
行
っ
た
記
事
が
載
る
。
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第
二
節　

寛
喜
の
飢
饉
に
お
け
る
鷺
怪

鷺
怪
の
三
例
目
は
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
六
月
に
現
れ
る
。

こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
黄
蝶
群
飛
や
鷺
怪
が
戦
乱
と
結
び
付
け

ら
れ
た
怪
異
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
例
は
翌
寛
喜
三
年
か

ら
顕
在
化
す
る
寛
喜
の
飢
饉
の
予
兆
と
い
う
意
味
付
け
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。

史
料
十
三　
『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
六
月
五
日
～
七
日
条

五
日
乙
丑
。
晴
。
巳
尅
、
幕
府
小
御
所
之
上
、
白
鷺
集
云
々
。

六
日
丙
寅
。
晴
。
未
以
後
雨
下
。
今
日
、
為　
二

助
教
師
員
、

弾
正
忠
季
氏
等
奉
行　
一

、
被　
レ

召　
二

陰
陽
師
於
御
所　
一

。
七
人
応　
二

恩
喚　
一

。
所
謂
親
職
、
泰
貞
、
晴
賢
、
晴
幸
、
重
宗
、
宣
賢
、

晴
職
、
国
継
等
也
。
各
着　
二

西
廊　
一

。
相
州
、
武
州
、
隠
岐
入

道
行
西
、
出
羽
前
司
家
長
等
被　
レ

候　
二

評
定
所　
一

。
昨
日
鷺
事
、

為　
二

助
教
奉
行　
一

有　
二

御
占　
一

。
親
職
、
晴
賢
、
申
云
、
口
舌
闘

争
之
上
、
可　
レ

被　
レ

愼
之
由
事
御
云
々
。
泰
貞
以
下
申
云
、
就　
二

御
所
并
御
親
昵
御
病
事　
一

、
御
家
人
中
依　
二

文
書　
一

及　
二

口
舌　
一

可　
レ

聞
―二

食
闘
争　
一

者
。
皆
献　
二

別
紙
占
形　
一

。
次
就　
二

此
怪　
一

、

可　
下

令　
レ

去　
二

御
所　
一

給　
上

否
、
以　
二

一
二　
一

被　
レ

問　
二

吉
凶　
一

。
一
吉

之
由
令　
二

一
同　
一

。
今
度
以　
レ

詞
申　
レ

之
。
一
者
不　
レ

可　
二

令　
レ

去

給　
一

由
也
。
仍
有　
二

沙
汰　
一

。
不　
レ

及　
下

令　
レ

移　
二

他
所　
一

給　
上

云
々
。

七
日
丁
夘
。
今
夜
、
被　
レ

行　
二

鷺
祭　
一

。
晴
賢
奉
―二

仕
之　
一

。

将
軍
御
所
で
白
鷺
の
群
が
観
察
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
、
翌
日
の

評
定
に
陰
陽
師
七
名
が
召
喚
さ
れ
、
議
論
の
内
容
が
詳
細
に
語

ら
れ
て
い
る
。
鷺
怪
は
「
口
舌
闘
争
」
の
兆
と
占
断
さ
れ
て
い

る
が
、
今
回
は
史
料
十
一
と
異
な
り
将
軍
の
御
所
退
去
は
不
要

と
判
断
さ
れ
て
い
る
（
後
日
こ
れ
を
覆
し
退
去
と
決
し
て
い

る
。
後
述
）。
ま
た
鷺
怪
に
対
処
す
る
祭
祀
と
し
て
「
鷺
祭
」

が
挙
行
さ
れ
て
い
る
点
が
独
特
で
あ
る
。
具
体
的
な
祭
儀
の
内

容
は
不
明
で
、
他
に
は
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
五
月
十
七
日

条
の
「
白
鷺
祭
」
が
あ
る
の
み
で
あ
り
（
後
述
）、
ま
た
同
時
代

の
京
に
お
け
る
史
料
に
は
見
え
な
い
陰
陽
道
祭
で
あ
る（
三
〇
）。

こ
の
鷺
怪
が
こ
れ
だ
け
詳
述
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
後
に
頻
発

す
る
怪
異
に
関
連
す
る
た
め
で
あ
る
。
史
料
十
三
の
後
、
九
日

に
は
御
所
車
宿
に
落
雷
が
あ
り
、
下
部
一
名
が
死
亡
し
た
。
更

に
十
一
日
に
は
、
武
蔵
国
か
ら
「
九
日
に
当
国
金
子
郷
で
雪
交

じ
り
の
雨
が
降
り
、
同
時
に
雹
が
降
っ
た
」
と
報
告
が
入
っ
て

い
る
。
十
四
日
に
は
北
条
時
房
・
北
条
泰
時
ほ
か
幕
府
首
脳
が

御
所
に
参
集
し
、
九
日
の
落
雷
に
つ
い
て
占
断
及
び
将
軍
頼
経
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の
御
所
退
去
の
必
要
性
に
関
し
評
定
を
行
っ
た
。
こ
の
評
定
は

参
加
者
の
意
見
が
割
れ
て
難
航
し
た
。
清
原
季
氏
は
「
落
雷
は

醍
醐
天
皇
の
延
長
八
年
、
清
涼
殿
に
落
雷
し
大
納
言
清
貫
・
右

中
弁
希
世
が
死
亡
し
た
有
名
な
先
例
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
遷

幸
は
な
か
っ
た
の
で
今
回
も
退
去
の
必
要
は
な
い
」
と
し
た

が
、
隠
岐
入
道
行
西
（
二
階
堂
行
村
）
は
「
延
長
の
落
雷
の
後

暫
く
し
て
醍
醐
天
皇
が
退
位
・
崩
御
さ
れ
た
通
り
不
吉
の
兆
で

あ
り
、
ま
た
落
雷
時
に
常
寧
殿
に
移
ら
れ
た
こ
と
は
遷
幸
に
準

ず
る
」
と
、
逆
に
御
所
退
去
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
ま
た
中

原
師
員
は
「
奥
州
征
討
と
承
久
の
乱
の
際
に
鎌
倉
方
の
陣
に
落

雷
が
あ
っ
た
例
が
あ
り
、
怪
異
で
は
な
く
吉
兆
で
あ
る
」
と
の

意
見
を
提
示
し
、
吉
凶
の
判
別
が
つ
か
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め

六
日
に
鷺
怪
の
占
断
に
奉
仕
し
た
七
名
の
陰
陽
師
が
再
び
落
雷

に
つ
い
て
の
式
占
を
行
っ
た
が
、
や
は
り
「
不
吉
で
あ
り
御
所

を
退
去
す
べ
き
」「
不
吉
だ
が
退
去
に
及
ば
ず
」「
吉
事
で
あ
る
」

と
占
断
も
割
れ
、
再
度
評
議
の
結
果
、
落
雷
に
よ
る
御
所
退
去

は
見
送
ら
れ
た
。
結
局
、
ひ
と
ま
ず
史
料
十
三
に
お
け
る
五
日

の
鷺
怪
を
理
由
に
将
軍
頼
経
が
北
条
泰
時
邸
に
一
時
退
出
し
て

は
ど
う
か
と
い
う
妥
協
案
が
出
さ
れ
、
こ
の
是
非
を
陰
陽
師
に

再
度
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
一
同
然
る
べ
し
と
の
結
果
を
出
し
た

た
め
に
頼
経
の
御
所
退
去
で
一
時
決
着
と
な
っ
た
。
一
旦
は
鷺

怪
に
よ
る
将
軍
の
御
所
退
去
は
必
要
な
し
と
し
た
占
断
が
、
そ

の
後
の
怪
異
の
頻
発
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
寛
喜
二
年
六
月
上
旬
の
怪
異
群
の
う
ち
、
十
一
日
条
の

「
九
日
に
武
蔵
国
金
子
郷
で
降
雪
・
降
雹
」
の
記
録
は
、
翌
寛

喜
三
年
初
頭
よ
り
始
ま
る
寛
喜
の
飢
饉（
三
一
）の
原
因
と
な
る

冷
害
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
六
月
十
六
日
条
に
も
「
九
日
に
美

濃
国
蒔
田
荘
で
降
雪
」
の
記
録
が
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
以
外
で

も
、『
百
錬
抄
』
に
美
濃
国
生
津
庄
で
降
雪
（
六
月
八
日
）、『
本

國
寺
年
譜
』
に
信
濃
国
で
大
雪
（
六
月
九
日
）
の
記
録
が
そ
れ

ぞ
れ
見
え
る
。『
明
月
記
』
六
月
十
日
条
で
も
、
寒
さ
で
綿
衣

を
着
し
た
藤
原
定
家
が
「
六
月
之
冷
気
未
聞
見
之
、
不
知
其
吉

凶
事
歟
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
に
よ
り
少
な
く
と

も
関
東
か
ら
近
畿
に
か
け
て
の
寒
冷
気
候
は
間
違
い
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
冷
害
が
同
年
の
稲
の
凶
作
を
も
た

ら
し
、
翌
寛
喜
三
年
以
降
の
飢
饉
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
こ

こ
か
ら
、
史
料
十
三
に
お
け
る
鷺
怪
に
関
す
る
評
定
が
編
纂
の

際
に
省
略
さ
れ
ず
詳
録
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
直
後
に
発
生
し
た

冷
害
が
鎌
倉
時
代
最
大
規
模
の
飢
饉（
三
二
）の
原
因
と
な
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
冷
害
・
飢
饉
の
前
兆
で
あ
っ
た
と
後
代
に
見
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做
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

本
節
の
最
後
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
鷺
怪
の
最
後
と
な

る
四
例
目
を
示
し
て
お
く
。

史
料
十
四　
『
吾
妻
鏡
』
弘
長
三
年
五
月
十
七
日
条

十
七
日
丙
申
。
天
晴
。
鷺
集　
二

于
左（
北
条
時
宗
）

典
厩
御
亭　
一

。
頃
之
指　
二

永
福
寺
山　
一

飛
去
。
被　
二

卜
筮　
一

之
処
、
文
元
、
晴
茂
、
晴
宗
、

泰
房
、
頼
房
等
、
為　
二

口
舌
兆　
一

之
由
占
申
。
爰
武
田
七
郎
次

郎
追　
二

彼
鷺　
一

、
射
―二

殺
之　
一

持
参
。
入　
レ

夜
、
依　
二

鷺
怪　
一

被　
レ

行　
二

泰
山
府
君
百
怪
白
鷺
等
祭　
一

云
々
。

詳
細
な
検
討
は
省
略
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
将
軍
御
所
を
舞
台
と

し
て
い
た
鷺
怪
が
「
左
典
厩
御
亭
」
す
な
わ
ち
北
条
時
宗
邸
で

発
生
し
、
こ
れ
に
対
し
陰
陽
師
の
占
断
が
行
わ
れ
て
い
る
点
が

幕
府
権
力
体
制
の
変
化
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
ま
た
原
因
と

な
っ
た
鷺
は
射
殺
さ
れ
、
泰
山
府
君
祭
・
百
怪
祭
・
白
鷺
祭
と

各
種
の
陰
陽
道
祭
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
鷺
怪
の
先
例
を
集
合
し

た
内
容
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

第
三
節　

他
史
料
に
お
け
る
鷺
怪

本
稿
で
主
と
し
て
扱
う
陰
陽
道
と
結
び
つ
い
た
鷺
怪
の
例
で

は
な
い
が
、
鷺
と
う
ら
な
い
と
の
関
連
を
示
す
古
い
例
と
し
て

は
、『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
段
に
、
曙
立
王
が
大
国
主
神
は
拝

し
て
験
あ
る
神
か
確
か
め
る
た
め
誓
約
を
行
い
、
そ
の
詔
に

従
っ
て
鷺
が
地
に
落
ち
て
死
に
、
そ
の
後
蘇
っ
た
と
い
う
記
述

が
あ
る
。
陰
陽
道
と
結
び
つ
い
た
鷺
怪
の
例
は
、
九
～
一
〇
世

紀
に
は
史
料
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（
三
三
）。『
続
日
本
後

紀
』
承
和
十
三
年
（
八
四
六
）
十
月
癸
巳
条
に
は
建
礼
門
上
に

鷺
が
集
ま
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
占
断
の
有
無
等
は
示
さ

れ
な
い
。『
日
本
三
代
実
録
』
に
も
綾
綺
殿
に
鷺
が
集
ま
っ
た

例
（
貞
観
十
三
年
十
一
月
丁
丑
条
）
の
他
、
多
数
の
鷺
の
群
集

が
記
録
さ
れ
る
。
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
八
月
癸
丑
条
で
は
陰

陽
師
の
占
断
の
対
象
と
な
っ
た
例
が
見
え
、
こ
の
時
は
失
火
の

慎
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
古
記
録
で
は
『
貞
信
公
記
』
天
暦
元

年
（
九
四
七
）
七
月
一
日
条
で
豊
楽
院
北
廊
に
鷺
が
集
ま
り
占

断
が
行
わ
れ
た
例
な
ど
数
例
が
見
え
る
。『
倭
名
類
聚
抄
』
に

は
、
蒼
鷺
・
白
鷺
・
鵁
鶄
（
ゴ
イ
サ
ギ
）・
鸅
鸕
鳥
（
ミ
ゾ
ゴ
イ
）

等
、
既
に
現
代
の
サ
ギ
類
の
属
に
相
当
す
る
分
類
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
鷺
が
平
安
時
代
か
ら
人
々
の
身
近
に
生
息
し
深
く
観
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察
さ
れ
て
い
た
鳥
類
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
鎌
倉
期
の

鷺
に
対
す
る
認
識
を
示
す
例
と
し
て
は
、『
平
家
物
語
』
の
、

醍
醐
天
皇
の
命
に
従
い
逃
げ
ず
に
捕
え
ら
れ
た
鷺
が
五
位
を
授

か
っ
た
と
の
挿
話
が
鷺
怪
の
例
で
は
な
い
が
有
名
だ
ろ
う
。

一
方
、
時
代
が
下
っ
て
『
言
経
卿
記
』
天
正
七
年
（
一
五
七

九
）
正
月
十
八
日
条
日
条
に
は
、
老
父
へ
の
贈
物
と
し
て
青
鷺

が
見
え
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
二
月
十
四
日
条
に
は
進
物

と
し
て
酒
樽
・
鯛
・
昆
布
と
共
に
青
鷺
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
完
全
に
鷺
に
対
す
る
怪
異
と
し
て
の
認
識
が
失
わ

れ
、
狩
猟
鳥
・
食
肉
に
変
化
し
て
い
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
、

怪
異
と
し
て
占
断
の
対
象
と
さ
れ
つ
つ
も
射
殺
さ
れ
る
鷺
の
姿

は
、
怪
異
と
し
て
の
意
味
付
け
が
薄
れ
狩
猟
鳥
へ
と
変
化
し
て

い
く
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

蝶
の
大
量
発
生
や
、
鷺
が
群
集
す
る
行
動
は
、
生
物
学
的
に

見
て
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
現
象
で
あ
る
。
鎌
倉
で
観
察
さ
れ
た
こ

れ
ら
の
現
象
の
全
て
が
機
械
的
に
『
吾
妻
鏡
』
に
採
録
さ
れ
た

の
な
ら
ば
、
八
十
余
年
間
に
及
ぶ
条
文
中
に
は
あ
る
程
度
ま
ん

べ
ん
な
く
記
事
が
分
布
し
て
い
る
筈
だ
が
、
実
際
に
は
先
述
し

た
通
り
、
そ
の
多
く
が
戦
乱
や
災
害
の
前
後
に
の
み
記
録
さ

れ
、
大
事
件
の
予
兆
や
追
憶
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で

は
こ
う
し
た
記
録
の
偏
り
を
編
纂
の
際
の
創
作
で
は
な
く
、
幾

度
と
な
く
観
察
・
記
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
現
象
の
う
ち
、
偶
然

戦
乱
や
災
害
の
前
後
に
発
生
し
た
事
例
の
み
が
怪
異
と
し
て
事

件
と
関
連
付
け
ら
れ
、『
吾
妻
鏡
』
に
採
録
さ
れ
た
と
の
考
え

か
ら
、
現
象
に
対
す
る
人
々
の
認
識
や
意
味
付
け
を
考
察
し

た
。
黄
蝶
群
飛
は
鶴
岡
八
幡
宮
に
お
い
て
、
鷺
怪
は
御
所
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
発
生
す
る
、
戦
乱
や
闘
争
を
予
兆
す
る
怪
異
と

し
て
の
意
味
付
け
が
な
さ
れ
、
幕
府
は
こ
れ
を
鎮
め
る
た
め
の

祭
祀
を
実
際
に
行
っ
て
い
た
。
但
し
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る

そ
の
意
味
付
け
は
、
編
纂
時
の
改
竄
に
よ
り
挿
入
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
先
例
等
の
記
述
に
よ
り
、
黄
蝶
群
飛
や
鷺
怪
と
幕
府
・

源
氏
と
の
因
果
関
係
が
殊
更
に
強
調
さ
れ
、
肥
大
化
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
中
に
は
、
史
料
四
の
宝
治
合
戦
直
前
に
お
け

る
黄
蝶
群
飛
の
よ
う
に
、
現
象
の
発
生
そ
の
も
の
が
創
作
で
あ

る
と
疑
わ
れ
る
事
例
も
存
在
す
る
。

本
稿
で
紙
幅
の
関
係
上
扱
え
な
か
っ
た
『
吾
妻
鏡
』
中
の
動

物
怪
異
と
し
て
、
八
幡
神
の
眷
属
で
あ
る
鳩
の
死
亡
が
怪
異
と
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さ
れ
る
複
数
の
「
鳩
怪
」
の
例
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
未
だ
手
付
か
ず
の
も
の
が
多
い
怪
異
史
料
の
史
学
上
の
活

用
に
つ
い
て
、
今
後
も
考
察
を
試
み
て
い
き
た
い
。

註（
一
）　

西
岡
芳
文
「
六
壬
式
占
と
軒
廊
御
卜
」（
今
谷
明
編
『
王
権
と
神
祇
』
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
）。

（
二
）　

平
泉
澄
「
陰
陽
道
」（『
中
世
に
於
け
る
精
神
生
活
』
至
文
堂
、
一
九
二

六
）。

（
三
）　

木
村
進
「
鎌
倉
時
代
陰
陽
道
の
一
考
察
」（『
立
正
史
学
』
29
、
一
九
六

五
）。
木
村
は
鎌
倉
陰
陽
道
の
発
展
経
過
を
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
～

承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
の
初
期
模
倣
時
代
、
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）

～
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
の
本
格
的
受
入
時
代
、
承
久
元
年
（
一
二

一
九
）
～
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
の
第
三
期
極
盛
時
代
、
寛
元
四
年

（
一
二
四
六
）
以
降
の
第
四
期
極
盛
時
代
と
四
段
階
に
分
類
し
て
い
る
。

（
四
）　

村
山
修
一
「
関
東
陰
陽
道
の
成
立
」（『
史
林
』
49
─
4
、
一
九
六
六
）。

（
五
）　

金
沢
正
太
「
関
東
天
文
・
陰
陽
道
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」（『
政
治
経

済
史
学
』
96
、
一
九
七
四
）。

（
六
）　

村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』（
塙
書
房
、
一
九
八
一
）。

（
七
）　
『
陰
陽
道
叢
書
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
一
～
九
三
年
）。
全
四
巻
は
古

代
・
中
世
・
近
世
・
各
論
の
各
編
。

（
八
）　

赤
澤
春
彦
「
陰
陽
師
と
鎌
倉
幕
府
」（『
日
本
史
研
究
』
４
９
６
、
二
〇

〇
三
）。

（
九
）　

遠
藤
珠
紀
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
暦
家
加
茂
氏
の
変
遷
」（『
鎌
倉
遺
文
研

究
』
15
、
二
〇
〇
五
）。

（
一
〇
）　

下
村
周
太
郎
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
陰
陽
師
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』

33
、
二
〇
〇
八
）。

（
一
一
）　

西
山
克
「
怪
異
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
怪
異

学
の
技
法
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
三
）。

（
一
二
）　

西
山
克
「
怪
異
学
研
究
序
説
」（『
関
西
学
院
史
学
』
29
、
二
〇
〇
二
）。

（
一
三
）　

笹
本
正
治
『
中
世
の
災
害
予
兆
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
）、『
鳴

動
す
る
中
世
』（
朝
日
選
書
６
４
４
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
）。

（
一
四
）　

小
峯
和
明
「
託
宣
と
し
て
の
鳴
動
」（『
説
話
の
声
』、
新
曜
社
、
二
〇

〇
〇
）。

（
一
五
）　

黒
田
智
「
鳴
動
論
ノ
ー
ト
」（『
日
本
歴
史
』
６
４
８
、
二
〇
〇
二
）。

（
一
六
）　

酒
井
紀
美
『
夢
語
り
・
夢
解
き
の
中
世
』（
朝
日
選
書
６
８
３
、
朝
日

新
聞
社
、
二
〇
〇
一
）。

（
一
七
）　

谷
口
榮
「
鎌
倉
を
取
り
巻
く
生
き
物
た
ち
」（
佐
藤
和
彦
・
谷
口
榮
編

『
吾
妻
鏡
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
七
）。

（
一
八
）　

鎌
倉
幕
府
成
立
の
時
期
に
関
す
る
論
議
は
本
稿
の
論
旨
か
ら
外
れ
る

た
め
、
本
稿
で
は
頼
朝
以
来
の
鎌
倉
に
お
け
る
政
権
は
全
て
鎌
倉
幕
府

な
い
し
幕
府
の
称
で
統
一
す
る
。
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（
一
九
）　

村
山
修
一
「
関
東
陰
陽
道
の
成
立
」（『
史
林
』
49
─
4
、
一
九
六
六
）

で
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
採
録
さ
れ
た
陰
陽
道
祭
の
件
数
の
多
い
順
に
、
泰

山
府
君
祭
（
七
一
件
）、
天
地
災
変
祭
（
三
九
件
）、
属
星
祭
（
三
二
件
）

等
を
挙
げ
て
い
る
。

（
二
〇
）　

木
村
前
掲
註
三
。

（
二
一
）　

建
保
元
年
は
木
村
進
の
分
類
（
前
掲
註
三
）
で
は
鎌
倉
へ
の
陰
陽
道

の
本
格
的
受
入
期
に
当
た
り
、
本
稿
で
も
木
村
の
分
類
に
異
論
は
な
い
。

（
二
二
）　

谷
口
榮
は
、
こ
こ
で
宝
治
合
戦
を
予
兆
す
る
怪
異
を
時
頼
に
注
進
し

た
人
物
が
同
合
戦
で
同
族
の
三
浦
泰
村
ら
に
与
せ
ず
戦
後
も
生
き
延
び

た
三
浦
盛
時
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
（
谷
口
榮
「
鎌
倉
を
取
り

巻
く
生
き
物
た
ち
」（
佐
藤
和
彦
・
谷
口
榮
編
『
吾
妻
鏡
事
典
』
東
京
堂

出
版
、
二
〇
〇
七
）
二
七
五
頁
）。
こ
の
指
摘
の
通
り
、
史
料
四
は
盛
時

の
北
条
方
へ
の
密
通
を
婉
曲
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
三
）　
『
原
色
日
本
蝶
類
生
態
図
鑑
』
Ⅰ
（
保
育
社
、
一
九
八
二
）、
一
五
五

～
一
五
七
頁
。

（
二
四
）　

内
田
正
男
編
『
日
本
暦
日
原
典
』（
雄
山
閣
、
一
九
七
五
）
に
よ
る
。

以
後
の
旧
暦
の
新
暦
換
算
に
つ
い
て
も
同
書
に
よ
る
。

（
二
五
）　

鎌
倉
時
代
の
気
候
変
動
論
に
つ
い
て
は
、
磯
貝
富
士
男
「
日
本
中
世

史
研
究
と
気
候
変
動
論
」（『
日
本
史
研
究
』
３
８
８
、
一
九
九
四
年
）、

西
谷
地
晴
美
「
中
世
前
期
の
温
暖
化
と
慢
性
的
農
業
危
機
」（
民
衆
史
研

究
55
、
一
九
九
八
年
）
等
。

（
二
六
）　

村
山
修
一
「
日
本
に
お
け
る
蝶
の
博
物
誌
」（『
日
本
の
文
様
７　

蝶
』

光
琳
社
出
版
、
一
九
七
一
、
六
頁
）
と
今
井
彰
『
蝶
の
民
俗
学
』（
築
地

書
館
、
一
九
七
八
、
九
三
頁
）
は
嘉
禎
元
年
の
例
と
す
る
が
誤
り
。

（
二
七
）　

今
井
彰
は
『
明
月
記
』
の
「
蝶
雨
」
と
『
帝
王
編
年
記
』
の
「
粉
蝶
」

に
関
し
て
、
実
際
に
は
カ
ゲ
ロ
ウ
や
ウ
ス
バ
ツ
バ
メ
ガ
な
ど
、
他
の
昆

虫
を
誤
認
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
説
を
唱
え
て
い
る
（
今
井
彰

『
蝶
の
民
俗
学
』
築
地
書
館
、
一
九
七
八
、
一
〇
四
頁
）。

（
二
八
）　

管
見
の
限
り
『
村
上
天
皇
御
記
』『
吏
部
王
記
』『
貞
信
公
記
』『
九
暦
』

の
天
暦
年
間
条
に
蝶
の
記
録
な
し
。

（
二
九
）　

鎌
倉
幕
府
将
軍
御
所
の
変
遷
に
関
し
て
は
松
尾
剛
次
『
中
世
都
市
鎌

倉
の
風
景
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
）
が
あ
る
。

（
三
〇
）　

村
山
修
一
「
関
東
陰
陽
道
の
成
立
」（『
史
林
』
49
─
4
、
一
九
六
六
）。

（
三
一
）　

寛
喜
の
飢
饉
の
時
系
列
的
経
過
に
つ
い
て
は
、
磯
貝
富
士
男
「
寛
喜

の
飢
饉
と
公
武
の
人
身
売
買
政
策
」（
上
）
～
（
下
）（「
東
京
学
芸
大
学

附
属
高
校
研
究
紀
要
」
一
七
～
一
九
、
一
九
七
九
～
一
九
八
一
）
に
詳

し
い
。

（
三
二
）　

石
田
祐
一
「
寛
喜
の
飢
饉
」（『
国
史
大
辞
典
』
３
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
三
）、
磯
貝
富
士
男
「
寛
喜
の
飢
饉
」（『
日
本
史
大
辞
典
』
２
、

平
凡
社
、
一
九
九
三
）。

（
三
三
）　

鷺
怪
の
例
や
、
日
本
人
の
歴
史
的
な
鷺
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は
、

中
村
禎
里
『
動
物
妖
怪
談
』（
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
［
歴
博
ブ
ッ
ク
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レ
ッ
ト
17
］、
二
〇
〇
〇
）
に
詳
し
い
。

（
補
註
一
）

現
代
に
お
け
る
チ
ョ
ウ
の
大
量
発
生
、
そ
れ
も
黄
色
い
チ
ョ
ウ
の
実
例
と
し

て
は
、
二
〇
〇
六
年
に
岡
山
県
で
ツ
マ
グ
ロ
キ
チ
ョ
ウ
が
大
発
生
し
た
例
（
二

〇
〇
六
年
七
月
二
十
九
日
付
山
陽
新
聞
朝
刊
三
十
七
面
）
が
あ
る
。
本
種
は
か

つ
て
東
北
以
南
で
普
通
に
見
ら
れ
る
種
で
あ
っ
た
が
、
河
川
改
修
工
事
に
よ
る

食
草
の
カ
ワ
ラ
ケ
ツ
メ
イ
（
マ
メ
科
）
の
減
少
等
に
よ
っ
て
一
九
八
〇
年
代
か

ら
急
速
に
個
体
数
を
減
ら
し
、
二
〇
一
三
年
時
点
で
環
境
省
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
絶

滅
危
惧
Ⅰ
Ｂ
類
（
Ｅ
Ｎ
）
に
ラ
ン
ク
さ
れ
、
県
別
で
は
神
奈
川
県
・
東
京
都
な

ど
南
関
東
で
既
に
絶
滅
（
Ｅ
Ｘ
）
と
判
定
さ
れ
て
い
る
希
少
種
で
あ
る
。
こ
の

岡
山
県
の
例
は
、
カ
ワ
ラ
ケ
ツ
メ
イ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
植
物
園
で
偶
然
大
発

生
が
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
十
分
な
食
草
な
ど
の
条
件
さ
え
整
え
ば
大
量
発

生
は
起
こ
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
の
黄
蝶
群
飛
に
つ

い
て
、
今
井
彰
『
蝶
の
民
俗
学
』（
築
地
書
館
、
一
九
七
八
）
及
び
小
西
正
泰
『
虫

の
博
物
誌
』（
朝
日
新
聞
社
［
朝
日
選
書
４
８
９
］、
一
九
九
三
）
に
お
い
て
、

昆
虫
学
者
阿
江
茂
の
説
と
し
て
、
鎌
倉
周
辺
に
開
発
さ
れ
た
軍
馬
用
の
牧
で
飼

料
用
と
し
て
マ
メ
科
植
物
が
栽
培
さ
れ
、
そ
れ
を
食
草
と
す
る
モ
ン
キ
チ
ョ
ウ

や
キ
チ
ョ
ウ
な
ど
が
大
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
説
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
黄
蝶
以
外
の
発
生
例
と
し
て
、
ご
く
最
近
の
例
で
は
二
〇
一
四
年
六

月
に
西
日
本
各
地
で
テ
ン
グ
チ
ョ
ウ
が
大
発
生
し
た
例
（
二
〇
一
四
年
六
月
七

日
付
神
戸
新
聞
朝
刊
二
十
五
面
）
や
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
青
森
県
で
ア
カ
シ

ジ
ミ
が
大
発
生
し
た
例
（
日
本
蝶
類
学
会
『Butterflies N

ew
sletter

』
55
、

二
〇
一
二
）、
鎌
倉
近
辺
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
二
〇
〇
九
年
に
熱
帯
性
の
ク
ロ

マ
ダ
ラ
ソ
テ
ツ
シ
ジ
ミ
が
大
発
生
し
た
例
（
相
模
の
蝶
を
語
る
会
『
相
模
の
記

録
蝶
』
24
、
二
〇
一
〇
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
通
り
、
自
然
界
に
お
い
て
チ
ョ
ウ
の
大
量
発
生
は
十
分
に
起
こ
り
得
る

現
象
で
あ
り
、
よ
っ
て
『
吾
妻
鏡
』
が
編
纂
史
料
で
あ
る
点
や
現
象
か
ら
受
け

る
突
飛
な
印
象
を
理
由
に
、
そ
れ
に
纏
わ
る
記
録
の
全
て
を
編
纂
時
の
創
作
と

即
断
す
る
こ
と
は
不
適
切
な
見
方
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
補
註
二
）

『
吾
妻
鏡
』
の
鷺
怪
事
例
に
登
場
す
る
サ
ギ
類
は
白
鷺
（
現
在
の
種
で
言
え

ば
シ
ラ
サ
ギ
属
の
コ
サ
ギ
・
チ
ュ
ウ
サ
ギ
・
チ
ュ
ウ
ダ
イ
サ
ギ
等
か
）
と
青
鷺

（
ア
オ
サ
ギ
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
時
に
異
種
ど
う
し
が
混
じ
っ
て
集
団
で
営

巣
地
を
形
成
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
新
訂
増
補
原
色
日
本
鳥
類
図
鑑
』
保
育

社
、
一
九
八
五
、
七
六
頁
）。


